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（事例４）東日本大震災によって自己の所有する家屋（従前住宅）が被害を受けたことにより自己の居

住の用に供することができなくなった場合において、その居住の用に供することができなくな

った日から平成 26年 12月 31日までの間に新築等をした家屋（再建住宅）を居住の用に供す

るとき 
 
【記載例４－１】従前住宅に係る住宅借入金等と再建住宅に係る住宅借入金等の両方について控除

を受ける場合で、新築等をした再建住宅を平成26年４月１日以後に居住の用に供し、

住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例の適用を受けるとき 

 

 

次の算式により計算する(措法 41②、③三、④四、震災特例法 13 の２①②)。なお、従前住宅に

係る住宅借入金等特別控除と再建住宅に係る住宅借入金等特別控除を重複して適用する場合（重複

適用の特例）における控除額は、従前家屋について計算した住宅借入金等特別控除額（当該金額に

100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と再建住宅について計算した住宅借入金等特

別控除額（当該金額に 100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）との合計額とする（震

災特例法 13③④）。 

 
① 平成 26年４月１日から同年 12月 31日までの間に居住の用に供した場合（再建住宅） 
 
〔1年目から 10年目まで〕 
 

住宅借入金等の    

年末残高の合計額   × 1.2％ ･･････→ 〔100円未満の端数切捨て〕(最高 60万円) 

(最高 5,000万円)      
 
② 平成 18年中に居住の用に供した場合（従前住宅） 
 
〔８年目から 10年目まで〕 
 

住宅借入金等の    

年末残高の合計額   × 0.5％ ･･････→ 〔100円未満の端数切捨て〕(最高 15万円) 

(最高 3,000万円)    
 

 

 

① 居住開始年月日（従前住宅）        平成 18年１月 25日 

  居住の用に供することができなくなった日  平成 23年 3月 11日 

家屋に関する事項           土地等に関する事項 

   家屋の取得対価の額 20,000,000円   土地等の取得対価の額 25,000,000円 

   家屋の総床面積   100．00㎡     土地等の総床面積      120．00㎡     

うち居住用        100．00㎡      うち居住用     120．00㎡  

  住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳         住宅及び土地等 

   年末残高（当初借入金額）      23,800,000円（30,000,000円） 
 
② 居住開始年月日（再建住宅）        平成 26年 10月 31日 

家屋に関する事項            

   家屋の取得対価の額           15,000,000円   

   家屋の総床面積             80．00㎡     

    うち居住用                 80．00㎡  

   交付を受ける補助金等の額         410,000円（平成 26年 12月 15日交付） 

  住宅借入金等に関する事項 

   年末残高（当初借入金額）        9,600,000円（10,000,000円） 

※ 共有者なし 
 
→ 控除額計算明細書は、居住年（居住年が平成 26年である場合には、平成 26年１月 1日から同年３    

月 31日までの期間及び同年４月１日から同年 12月 31日までの期間をそれぞれ一の居住年とする。）

ごとに作成する。 

設 例 

控除額 



                       20 

 

〔控除額計算明細書一面〕（再建住宅分） 

 
 

 

 
(注)１ 再建住宅に係る控除額計算証明書一面の左上部に 震 と記載する。   

２ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、再建住宅に係る控除額計算明

細書二面の「震災特例法の住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例を選択した

場合」の番号「７」を記載する。 

３ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「重複適用の特例」の文字を〇で囲み、⑲欄の

記載は再建住宅に係る控除額計算明細書についてのみ行う。 

４ 申告書第二表の「特例適用条文等」欄には、従前住宅に係る居住開始年月日等(例：平成 18 年 1

月 25日居住開始)と再建住宅に係る居住開始年月日等(例： 震 平成 26年 10月 31日居住開始)のい

ずれも記載（再建住宅に係る居住開始年月日等を上段に、従前住宅に係る居住開始年月日等を下段に

記載）する。 

 

２６ １０ ３１ 

１４５９００００ 

８０ ００ 

８０ ００ 

１４５９００００ １４５９００００ 

９６０００００ 

９６０００００ 

９６０００００ 

９６０００００ 

１００ ００ 

１００ ０ 

９６０００００ 

７ 

１１５２ 

２３４２ 

震 

○○市△△町 ×－××－× 

 

××× ××× ×××× 

 

××× ×××× 

 

国税 太郎 
コクゼイ  タロウ 
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〔控除額計算明細書二面〕（再建住宅分） 

 
(注)１ ⑲欄の記載は、再建住宅の新築等に係る控除額計算明細書についてのみ行う。 

  ２ ⑲欄の計算に当たっては、従前家屋について計算した住宅借入金等特別控除額（当該金額に 100

円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)と再建住宅について計算した住宅借入金等特別控

除額(当該金額に 100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との合計額（控除限度額なし）

とする。 

    115,200円 ＋ 119,000円 ＝ 234,200円 

９,６００,０００ 

１１５,２ 

２３４,２ 
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４１０,０００ 

２６ １２ １５ ４１０,０００ 住まいの復興給付金 

国税 太郎 ２６  

１５,０００,０００ 

１４,５９０,０００ 
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〔控除額計算明細書一面〕（従前住宅分） 

 
 

 

 
(注)１ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「番号」欄には、従前住宅に係る控除額計算明

細書二面の「住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合」の番号「１」を記載する。 

２ 「８ (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の「重複適用の特例」の文字を〇で囲み、⑲欄の

記載は再建住宅に係る控除額計算明細書についてのみ行う（従前住宅に係る控除額計算明細書である

ため、⑲欄は記載を要しない。）。 

１８  １ ２５ 

２０００００００ 

２５００００００ 

１００ ００ １２０ ００ 

１００ ００ １２０ ００ 

２０００００００ 

２５００００００ ４５００００００ 

２３８０００００ 

２３８０００００ 

１００ ００ 

２３８０００００ 

１００ ０ １００ ０ １００ ０ 

２３８０００００ 

１ 

１１９０ 

２３８０００００ 
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〔控除額計算明細書二面〕（従前住宅分） 

 
(注) ⑲欄は記載を要しない。 

２３,８００,０００ 

１１９,０ 
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